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人間文化研究機構国文学研究資料館運営会議規則 

 

平成１６年 ４月２０日 

規 則 第 ２ 号  

改正 平成２２年 ３月２５日 

改正 平成２４年 ３月２２日 

改正 平成２９年 ６月２７日 

改正 令和 ４年 １月２６日 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構大学共同利用機関運営会議

規程第２条第２項及び第７条に基づき、人間文化研究機構国文学研究資料館（以下「当

館」という。）の運営会議の組織及び運営について定めることを目的とする。 

 

 （任務） 

第２条 運営会議は、次に掲げる事項について審議する。 

 （１）館長候補者選考に関する事項 

 （２）当館の研究教育職員人事に関する事項 

 （３）当館の研究及び教育に関する重要事項 

 （４）当館の事業計画その他管理運営に関する重要事項 

 

 （組織） 

第３条 運営会議の委員は、２２名以内とし、次に掲げる委員で組織する。ただし、委員

の過半数は第３号に該当する者とする。 

 （１）副館長 

 （２）当館の職員で機構長が指名する者 

 （３）当館の職員以外の有識者で、機構長が指名する者 

 

 （任期） 

第４条 前条第２号及び第３号の委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

 

 （議長及び副議長） 

第５条 運営会議に議長及び副議長各１人を置く。 

２ 運営会議の議長は、委員のうち当館の職員である者のうちから、副議長は、委員のう

ち当館の職員以外の者のうちから、それぞれ運営会議において選出する。 

３ 議長は、運営会議の会務を総理する。 

４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理し、議長が欠けた

ときはその職務を行う。 

 

 （招集） 

第６条 運営会議は、館長の求めに応じ、議長がこれを招集する。 

 

 （議事） 

第７条 運営会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができ

ない。ただし、外国出張等海外渡航中の場合には、委員の数に含めない。 

２ 委員の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 
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 （意見の聴取） 

第８条 議長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴取することができる。 

 

 （庶務） 

第９条 運営会議の庶務は、管理部総務課総務係において処理する。 

 

 （その他） 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は運営会議において定める。 

 

   附 則 

 １．この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 ２．この規則の施行後において、最初の委員に係る任期は、第４条の規定にかかわらず、

平成１８年３月３１日までとする。 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年６月２７日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 


